
                    平 成 16 年 9 月  

柏 市 交 通 安 全 特 定 事 業 計 画  

 

千 葉 県 公 安 委 員 会  

 

１  事 業 実 施 の 取 り 組 み  

 各 事 業 者 と 市 が 協 議 ・ 調 整 を 図 り 、 相 互 の 協 力 の も と で 一

体 的 に 事 業 を 進 め て い く も の と し ま す 。  

 

２  公 安 委 員 会 が 行 う 事 業  

 県 公 安 委 員 会 が 実 施 す る バ リ ア フ リ ー 化 に 関 す る 事 業 を 以

下 に 示 し ま す 。  

■ 必 要 な 箇 所 に 、 視 覚 障 害 者 の た め の 音 響 信 号 の 設 置 や 音

響 信 号 の 夜 間 延 長 、 高 齢 者 や 障 害 者 等 の た め の 歩 行 者 青

時 間 延 長 機 能 の 設 置 、 信 号 待 ち 時 間 表 示 等 を 行 い 、 横 断

の 利 便 性 向 上 を 図 り ま す 。  

■ 信 号 制 御 装 置 の 設 置 位 置 等 を 確 認 し 、 必 要 に 応 じ 改 善 を

行 い ま す 。  

■ 違 法 駐 車 車 両 の 取 り 締 ま り を 強 化 し ま す 。  

 

３  交 通 安 全 特 定 事 業  

 各 重 点 整 備 地 区 に お け る 特 定 経 路 上 に お い て 、 高 齢 者 、 身

体 障 害 者 等 が 自 立 し た 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 確 保 す る た め

必 要 な 信 号 機 や 標 識 の 設 置 等 を 行 っ て い き ま す 。  

 

 ○ 事 業 内 容  

  １  信 号 機 の 設 置  

音 響 式 信 号 機 、 弱 者 感 応 信 号 機 等 に つ い て は 、 必 要

と 思 わ れ る 場 所 に お い て 設 置 し て い き ま す 。  

な お 、 音 響 式 信 号 機 は 音 響 を 発 す る こ と か ら 柏 市 を

通 じ 地 域 住 民 と 調 整 の 上 で 設 置 し て い き ま す 。  

  ２  道 路 標 識 の 設 置  

道 路 標 識 を 設 置 す る 際 は 、 反 射 材 料 を 用 い た も の 、

ま た は 、 夜 間 照 明 等 を 施 し た も の に し て い き ま す 。  



  ３  道 路 標 示  

道 路 標 示 は 、 反 射 材 料 等 を 用 い た も の に し て い き ま

す 。  

  ４  そ の 他  

違 法 駐 車 等 の 問 題 に つ い て は 、 関 係 機 関 等 と 連 携 し

た 広 報 ・ 啓 発 活 動 を 重 点 的 に 行 う と と も に 、 移 動 円 滑

化 の 妨 げ と な る 、 違 法 駐 車 行 為 に つ い て 指 導 取 締 り を

行 っ て い き ま す 。  

 

 ○ 特 定 事 業 以 外  

  １  道 路 の 不 正 使 用  

道 路 管 理 者 、 商 店 街 関 係 者 等 と 連 携 し 、 警 告 ・ 指 導

を 行 っ て い き ま す 。  

  ２  自 転 車 対 策  

関 係 機 関 ・ 団 体 等 と 協 力 し 、 警 告 ・ 指 導 を 行 っ て い

き ま す 。  


